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幼児教育・保育の無償化について 

 

幼稚園，保育所，認定こども園等を利用する子ども 

〇 ３歳から５歳までの全ての子どもの幼稚園，保育所，認定こども園，地域型保育（小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育， 

事業所内保育），企業主導型保育（標準的な利用料）の利用料を無償化 

〇 ０歳から２歳までの子どもの利用料については，住民税非課税世帯を対象として無償化 

 

※ 新制度の対象とならない幼稚園の利用料については，月額２５，７００円を上限として無償化。 

    ※ 保護者から実費徴収している費用（通園送迎費，行事費，食材料費等）は，無償化の対象外。 

    ※ 食材料費は施設による実費徴収。免除対象者を拡充（年収 360 万円未満相当世帯）。 

    ※ 未移行幼稚園利用者の食材費（副食費）に対する助成制度（補足給付事業）の実施。 

 

 

 

参考資料 
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幼稚園の預かり保育を利用する子ども 

〇 幼稚園の預かり保育を利用する子どもについては，保育の必要性があると認定を受けた場合は，幼稚園の保育料の無償化 

（上限月額２５，７００円）に加え，最大月額１１，３００円までの範囲で利用料を無償化 

 

 

 認可外保育施設等を利用する子ども 

  〇 保育の必要性があると認定された３歳から５歳までの子どもを対象として，月額３７，０００円までの利用料を無償化 

  〇 ０歳から２歳までの子どもについては，住民税非課税世帯の子どもを対象として，月額４２，０００円までの利用料を無償化 

 

    ※ 認可外保育施設とは，一般的な認可外保育施設，ベビーシッター，認可外の事業所内保育等のこと 

※ 都道府県に届出を行い，国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要。ただし，経過措置として５年間の猶予期間

を設定 

※ 認可外保育施設のほか，一時預かり事業，病児保育事業及びファミリーサポートセンター事業が対象 

 

 

 障害児通園施設を利用する子ども 

  〇 就学前の障害児の発達支援（障害児通園施設等）を利用する３歳から５歳の子どもについて，利用料を無償化 

     幼稚園，保育所，認定こども園等の施設と併用する場合は，両方とも無償化の対象 

 

※ ０歳から２歳までの子どもについては，従来どおり住民税非課税世帯の利用料は無償 
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財源 

（１）負担割合：国１／２，県１／４，市１／４  ただし，公立施設（幼稚園，保育所，認定こども園）は市町村 １０／１０ 

  

 

 

（２）財政措置等 

   ・令和元年度に限り，新たな地方負担部分については「子ども・子育て支援臨時交付金」により全額国費で負担 

   ・就学前障害児発達支援については，交付税措置予定 

   ・令和元年度，令和２年度に係る事務費を全額国費で負担 

   ・システム改修費について国費負担（基準額あり） 

 

区分 
負担割合 

予算科目 
国 都道府県 市町村 

＜新制度＞ 

保育所・幼稚園等 

私立 １／２ １／４ １／４ 子どものための教育・保育給付交付金 

公立 － － １０／１０ － 

＜未移行＞ 

私立幼稚園 

①１／２ 

②１／３ 

①１／４ 

②１／３ 

①１／４ 

②１／３ 

①子育てのための施設等利用給付交付金 

②子ども・子育て支援交付金（補足給付） 

認可外保育施設 １／２ １／４ １／４ 子育てのための施設等利用給付交付金 

一時預かり事業，ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業， 

病児保育事業 
１／２ １／４ １／４ 子育てのための施設等利用給付交付金 

預かり保育等 １／２ １／４ １／４ 子育てのための施設等利用給付交付金 
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幼児教育・保育の無償化における給付概要 

○子どものための教育・保育給付【国 1/2 県 1/4 市 1/4】 

  教育・保育給付認定子どもが認定こども園，幼稚園，保育所等において特定教育・保育などを受けた場合の給付 

 

   ・施 設 型 給 付 費 … 幼稚園，保育所，認定こども園 

※ 公立幼稚園・保育園・認定こども園は 10/10 

 

   ・地域型保育給付費 … 家庭的保育，小規模保育，居宅訪問型保育，事業所内保育 

 

 

 ○子育てのための施設等利用給付【国 1/2 県 1/4 市 1/4】 

   幼稚園（未移行），特別支援学校，預かり保育，認可外保育施設等を利用した場合の利用料の給付 

 

   ・施 設 等 利 用 費 … 認定こども園，幼稚園，認可外保育施設，預かり保育事業，一時預かり事業，病児保育事業， 

ファミリー・サポート・センター事業 

 

 

 ○子ども・子育て支援交付金【国 1/3 県 1/3 市 1/3】 

   実費徴収に係る補足給付を行う事業（未移行の幼稚園における低所得者世帯等の子どもの食材費（副食費）に対する助成） 

 

 

実施時期 

   令和元年１０月１日 

 


